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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

⑴ 対象地域 

構成市町村名  小平市、東大和市及び武蔵村山市（以下「３市」という。） 

面    積  49.25㎢ 

人    口  352,764人（令和３年１０月１日現在） 

(内 訳)    

市町村名 小平市 東大和市 武蔵村山市 

面積（㎢） 20.51 13.42 15.32 

人口（人） 195,492 85,335 71,937 

 

⑵ 計画期間 

本計画は令和４年４月１日から令和１０年３月３１日までの６年間を計画期間とす

る。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直

すものとする。 

 

⑶ 基本的な方向 

本地域は東京都の多摩地域に位置し、東京都全域の約 2.2％の面積を占める。 

本地域の北部には貯水を目的として建設された人工湖である多摩湖があり、３市に 

またがって東西に青梅街道、新青梅街道が整備されている。また、鉄道は西武新宿線、 

西武拝島線等が整備されており、令和２年１月２２日に多摩都市モノレールの箱根ヶ 

崎延伸についての基本方針が決定し、更なる鉄道整備が進む予定である。 

本地域の一般廃棄物発生量については、３市の各種ごみ減量施策や小平市及び東大 

和市における家庭ごみの有料化により、減量が図られてきた。また、武蔵村山市におい 

ては、家庭ごみの有料化を令和４年１０月１日に導入を予定しており、更なるごみ量の 

減が見込める状況にある。 

  なお、令和元年度に発生した新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止に伴 

う緊急事態宣言が発令されたことから、外出自粛により、家庭内での生活が増えたこと 

によると見られる一時的な発生量の増加があったが、令和３年度上期からは減少傾向 

にある。 

３市の資源化施設の老朽化又は処理能力の不足等の問題を解消するため、小平・村 

山・大和衛生組合（以下「組合」という。）において、令和元年度に容器包装プラスチ 

ック及びペットボトルの２品目を共同で処理する新たな資源物中間処理施設を稼働さ 

せるとともに、令和２年度には、老朽化した粗大ごみ処理施設を更新し、新たな不燃・ 

粗大ごみ処理施設を稼働させている。 

現在、稼働している焼却施設については、老朽化・旧式化していることから、騒音、

振動及び悪臭の発生防止に十分配慮するとともに、ごみの焼却により発生した熱エネ
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ルギーを効率的に回収して、発電やこもれびの足湯に有効利用し、災害発生時にも安定

的な処理を継続できる強靭性を持ち、災害時に発生する廃棄物の処理を行うことがで

きる施設を整備する。 

また、３市の公共下水道の普及率は概ね 100％となっており、生活排水については公

共下水道により適正に処理している。 

今後は、廃棄物のより一層の発生抑制及び再生利用の推進を図るとともに、循環型社 

会にふさわしい廃棄物リサイクル・処理システムの構築を図る。 

 

⑷ ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

   本地域では、昭和４０年２月に３市で組合を設立し、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ご

みの中間処理を共同で行う集約的な施設整備を進めるとともに、多摩地域の２５市１

町で構成される東京たま広域資源循環組合において、最終処分の広域処理を行い、平成

１８年７月には、焼却灰のエコセメント化施設を稼働させ、広域的な資源循環型の廃棄

物処理に取り組んでいる。 

   また、組合においては、令和元年度に３市の家庭などから排出される容器包装プラス

チック及びペットボトルを共同処理するための資源物中間処理施設を稼働し、施設の

集約化を図ったところである。 

本計画においては、更なる循環型社会形成と温暖化対策を推進するため、高効率ごみ

発電施設を備えたごみ焼却施設へ更新することにより、二酸化炭素排出量削減の推進

を目指し、施設整備を進めている。 

なお、本地域の具体的な「ごみ処理の広域化・施設の集約化」については、今後、 

東京都により当該計画が策定され次第、その計画に基づいて検討する。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

 

⑴ 一般廃棄物処理の現状 

令和２年度の一般廃棄物の排出、処理量の状況は図１のとおりである。 

総排出量は、集団回収量も含め、91,442 トンであり、再生利用される「総資源化量」 

は 35,897トン、リサイクル率（＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回 

収量）／（ごみの総処理量＋集団回収量））は 39.3％である。 

中間処理による減量化量は 55,545トンであり、集団回収量を除いた排出量のおおむ 

ね６割が減量化されている。また、最終処分量（埋立処分量）は 0 トンである。 

なお、中間処理量のうち、焼却量は 63,127トンである。焼却施設ではごみの焼却熱 

を利用して温水を作り、施設内に給湯を行っており、さらに、隣接する「こもれびの足 

湯」へ温水供給を行っている。 

 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー 

 

 

  

集団回収量 総資源化量

処理残渣量

11,285t

排　出　量 計画処理量 12.8%

88,350t

100.0% 減量化量

55,545t

自家処理量 62.9% 最終処分量

0t

0.0%

※ 端数処理により、合計が一致しない箇所がある。

0t

直接資源化量 処理後再生利用量

0t

11,285t

66,830t

21,520t

12.8%

0t

0.0%

0.0%75.6%

24.4%

直接最終処分量

中間処理量 処理後最終処分量

3,092t 35,897t

88,350t
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⑵ 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含めた循環型社会の実現を目指し、 

表１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

 

図２ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー 

 

事業系 総排出量 8,867 トン 8,557 トン ( △3.5% )

１事業所当たりの排出量
※２ 0.95 トン/事業所 0.92 トン/事業所 ( △3.2% )

生活系 総排出量 79,483 トン 68,854 トン ( △13.4% )

１人当たりの排出量※３ 226 ㎏/人 193 ㎏/人 ( △14.6% )

合計 事業系生活系総排出量 88,350 トン 77,411 トン

直接資源化量 21,520 トン ( 24.4% ) 17,902 トン ( 23.1% )

総資源化量 35,897 トン ( 39.3% ) 30,776 トン ( 37.9% )

エネルギー回収量（年間の発電電力量） 35,174 MWh

エネルギー回収量（年間の熱利用量） 5,344 GJ

埋立最終処分量 0 トン ( 0.0% ) 0 トン ( 0.0% )

※１ 排出量は現状に対する割合、直接資源化量、埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に

対する割合

※２ （１事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数）

※３ （１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

《用語の定義》

:事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位:トン〕

:集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位:トン〕

:エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位:MWh〕及び熱利用量〔単位:GJ〕

:埋立処分された量〔単位:トン〕

エネルギー回収量

排 出 量

再 生 利 用 量

最 終 処 分 量

最 終 処 分 量

指　　　　　　標

排 出 量

再 生 利 用 量

エ ネ ル ギ ー
回 収 量

目　標（割合
※１

）

（令和10年度）

　　　―

現　状（割合
※１

）

（令和2年度）

　　　―

集団回収量 総資源化量

処理残渣量

9,107t

排　出　量 計画処理量 11.8%

77,411t

100.0% 減量化量

50,402t

自家処理量 65.1% 最終処分量

0t

0.0%

※ 端数処理により、合計が一致しない箇所がある。

3,767t 30,776t

直接資源化量 処理後再生利用量

17,902t 9,107t

11.8%

中間処理量 処理後最終処分量

77,411t
59,509t 0t

76.9% 0.0%

直接最終処分量

0t
0t

0.0%

23.1%
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３ 施策の内容 

 

⑴ 発生抑制、再使用の推進 

ア 生活系ごみ有料化 

現在、事業系ごみについては、３市いずれも、指定収集有料袋または収集運搬許 

可業者が処理手数料を徴収する方法を採用している。 

生活系ごみの有料化については、平成２６年１０月１日より東大和市、平成３１年 

４月１日より小平市で指定収集有料袋制が実施され、武蔵村山市においては令和４ 

年１０月１日の導入に向け準備を進めている。 

 

イ 生ごみの減量 

小平市では、フードドライブ、未利用食品の削減、生ごみの水切り、食物資源（生 

ごみ）循環事業による資源化等を図っている。東大和市では、フードドライブ、未利 

用食品の削減、生ごみの水切り等により、市民に対して啓発を行っている。また、武 

蔵村山市では、フードドライブ、生ごみの水切り、生ごみ処理容器「ミニ・キエーロ」 

モニター事業、エコショップ認定等によるごみの減量化を図っている。 

 

ウ 環境教育、普及啓発、助成 

小平市では、市民の学習や啓発活動を継続実施するとともに、集団回収等への補助 

金交付を行い、市民生活や事業活動の見直しを図っている。東大和市では、出前説明 

会を充実することとして、保育園で廃棄物の排出について周知するとともに、廃棄物 

広報紙により市民に対して啓発、集団回収等への補助金交付を行っている。また、武 

蔵村山市では、３Ｒ意識を向上させるための広報の充実、環境学習プログラムの提供、 

出前講座の実施等の普及啓発活動、集団回収等への補助金交付を行っている。 

 

エ マイバッグ運動・レジ袋対策 

３市いずれも、市民に対しては、購入時に容器包装の少ない商品の選択やマイバッ 

グ等の使用、事業所に対しては、簡易包装の推進やレジ袋の削減を呼び掛け、販売段 

階での廃棄物の発生の抑制を図っている。 

 

オ ごみ分別の推進 

３市いずれも、ごみ分別アプリや具体的なごみ分別方法を掲載した冊子、環境学習 

等により、ごみ分別と３Ｒの重要性について普及啓発活動を図っている。 

    また、今後、３市で資源化基準及び分別区分の統一を図っていく。 
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⑵ 処理体制 

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表２のとおりである。 

３市の可燃ごみについては、新しいごみ焼却施設稼働までの間、組合が保有する

４・５号ごみ焼却施設で焼却処理するほか、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定

書に基づき、多摩地域の他の市町村等のごみ焼却施設で処理（広域支援）している。 

なお、令和７年１０月に稼働予定の新しいごみ焼却施設は、高効率ごみ発電施設を

備えたごみ焼却施設として整備し、高効率なエネルギー回収(発電・熱利用)を行う。 

３市の不燃ごみ及び粗大ごみについては、令和２年度に稼働した不燃・粗大ごみ処 

理施設にて処理を行っており、新ごみ焼却施設が稼働した後は、破砕残渣は焼却処理

し、有価物は継続して売却を行う。 

可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを除く一般廃棄物については３市それぞれが単 

独で処理を行っているが、令和元年度から、容器包装プラスチック及びペットボトル

については組合の資源物中間処理施設にて処理を行い、全量容器包装プラスチック

の資源化を図るとともに、東大和市では民間事業者との協働による使用済みシャン

プー等のプラスチックボトルを回収し、再製品化を行い、資源化を図っている。 

生活系ごみの戸別収集については、東大和市は平成２６年８月１日から、小平市は 

平成３１年４月１日から導入済みであり、武蔵村山市では、生活系ごみの有料化とと 

もに導入する準備を進めている。武蔵村山市の生活系ごみ有料化を目途に３市地域 

内の資源化基準及び分別区分の統一を図る。 

 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

今後も現状と同様の分別区分により、収集、運搬、処理を行う。 

また、事業用大規模建築物（事業の用途に供する部分の延床面積が 3,000㎡以上の 

建築物）の所有者に対しては、廃棄物管理責任者の選任及び再利用に関する計画書 

の作成を３市の条例により義務付けている。 

 

ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現在、産業廃棄物の処理は行っていない。今後も現状の体制を継続する。 

 

エ 今後の処理体制の要点 

 

 

 

 

 

◇３市の生活系ごみ有料化を機に、３市地域内の資源化基準及び分別区分の統一を図る。 

◇既存焼却施設の敷地内に新たに高効率ごみ発電施設を備えたごみ焼却施設を整備し、 

高効率なエネルギー回収（発電、熱利用）を行う。 
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表２ 小平・東大和・武蔵村山地域各市の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

 

一次処理 二次処理 一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

燃えるごみ
焼却･

エコセメント化

小平・村山・大和衛

生組合

ごみ焼却施設

(焼却灰)

　東京たまエコセメ

ント化施設

燃えるごみ
焼却･

エコセメント化

小平・村山・大和衛

生組合

ごみ焼却施設

(焼却灰)

　東京たまエコセメ

ント化施設

燃えるごみ
焼却･

エコセメント化

小平・村山・大和衛

生組合

ごみ焼却施設

(焼却灰)

　東京たまエコセメ

ント化施設

燃えないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ

粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ

缶類(アルミ缶、スチール

缶)
選別・圧縮・保管

缶類(アルミ缶、スチール

缶)
民間（売却）

缶類(アルミ缶、スチール

缶)

ビン類(生びん)

ビン類（カレット） ビン類（カレット）

プラスチック容器 プラスチック容器 プラスチック容器

ペットボトル ペットボトル ペットボトル

白色トレイ

紙パック 選別・保管 紙パック 紙パック

布類（わた含む） 保管 布類 布類

紙類 紙類 紙類

金属類 金属類（鉄千地、自転車） 選別・保管
東大和市資源物等選

別作業倉庫
民間（売却） 金属類

民間（武蔵村山市資

源リサイクルセン

ター）

民間（売却）

剪定枝 チップ化 民間（委託） 剪定枝 チップ化 剪定枝 チップ化

優良粗大ごみ 修復 民間（再使用） 鉄製粗大ごみ 資源化 民間（委託） 民間（売却）

食物資源 資源化 生ごみ 資源化 ストックヤード

有害ごみ(電池、蛍光管、

水銀体温計等)
選別・保管 民間（委託）

有害ごみ(電池、蛍光管、

水銀体温計等)
保管

東大和市資源物等選

別作業倉庫
民間（委託）

有害ごみ(電池、蛍光管、

水銀体温計等)
選別・保管

民間（武蔵村山市資

源リサイクルセン

ター）

民間（委託）

鍋・やかん 民間（売却）

陶磁器 陶磁器

スプレー缶･ガスカート

リッジ缶
スプレー缶

ライター 再使用資源物 再使用

小型家電 資源化 小型家電 資源化 小型家電 資源化

資源化

民間（委託）

民間（売却等）

現状（令和2年度）

小平市 東大和市 武蔵村山市

ビン類(生びん、カレット)

資源化

民間（武蔵村山市資

源リサイクルセン

ター）

民間（売却等）缶・びん等処理倉庫

選別・圧縮・保管

民間（売却等）

小平・村山・大和衛

生組合

資源物中間処理施設

容器包装リサイクル

協会へ引渡し

分別区分 処理方法
処理施設等

破砕・選別

・資源化

小平・村山・大和衛

生組合

不燃・粗大ごみ処理

施設

(破砕可燃)

　焼却

(破砕不燃)

　民間（委託）

(有価物)

　民間（売却）

資源化 民間（売却等）

民間（再使用）

民間（委託）

民間（売却等）

資源化

資源化

選別・圧縮・保管

小平・村山・大和衛

生組合

資源物中間処理施設

分別区分 処理方法
処理施設等

破砕・選別

・資源化

小平・村山・大和衛

生組合

不燃・粗大ごみ処理

施設

(破砕可燃)

　焼却

(破砕不燃)

　民間（委託）

(有価物)

　民間（売却）

容器包装リサイクル

協会へ引渡し

分別区分 処理方法
処理施設等

破砕・選別

・資源化

小平・村山・大和衛

生組合

不燃・粗大ごみ処理

施設

(破砕可燃)

　焼却

(破砕不燃)

　民間（委託）

(有価物)

　民間（売却）

小平市リサイクルセ

ンター

民間（売却）

選別・保管

容器包装リサイクル

協会へ引渡し
選別・圧縮・保管

小平・村山・大和衛

生組合

資源物中間処理施設

民間（売却等）

民間（売却）

選別・保管
小平市リサイクルセ

ンター
民間（委託）

小平市リサイクルセ

ンター

資源化 民間（委託）

小平市リサイクルセ

ンター

民間（委託）

小平市リサイクルセ

ンター

資源化

民間（委託）

-
-
 

-
-
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一次処理 二次処理 一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

燃えるごみ
焼却･

エコセメント化

小平・村山・大和衛

生組合

ごみ焼却施設

(焼却灰)

　東京たまエコセメ

ント化施設

燃えるごみ
焼却･

エコセメント化

小平・村山・大和衛

生組合

ごみ焼却施設

(焼却灰)

　東京たまエコセメ

ント化施設

燃えるごみ
焼却･

エコセメント化

小平・村山・大和衛

生組合

ごみ焼却施設

(焼却灰)

　東京たまエコセメ

ント化施設

燃えないごみ 燃えないごみ 燃えないごみ

粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ

缶類(アルミ缶、スチール

缶)
選別・圧縮・保管

缶類(アルミ缶、スチール

缶)
民間（売却）

缶類(アルミ缶、スチール

缶)

ビン類(生びん)

ビン類（カレット） ビン類（カレット）

プラスチック容器 プラスチック容器 プラスチック容器

ペットボトル ペットボトル ペットボトル

白色トレイ

紙パック 選別・保管 紙パック 紙パック

布類（わた含む） 保管 布類 布類

紙類 紙類 紙類

金属類 金属類（鉄千地、自転車） 選別・保管
東大和市資源物等選

別作業倉庫
民間（売却） 金属類

民間（武蔵村山市資

源リサイクルセン

ター）

民間（売却）

剪定枝 チップ化 民間（委託） 剪定枝 チップ化 剪定枝 チップ化

優良粗大ごみ 修復 民間（再使用） 鉄製粗大ごみ 資源化 民間（委託） 民間（売却）

食物資源 資源化 生ごみ 資源化 ストックヤード

有害ごみ(電池、蛍光管、

水銀体温計等)
選別・保管 民間（委託）

有害ごみ(電池、蛍光管、

水銀体温計等)
保管

東大和市資源物等選

別作業倉庫
民間（委託）

有害ごみ(電池、蛍光管、

水銀体温計等)
選別・保管

民間（武蔵村山市資

源リサイクルセン

ター）

民間（委託）

鍋・やかん 民間（売却）

陶磁器 陶磁器

スプレー缶･ガスカート

リッジ缶
スプレー缶

ライター 再使用資源物 再使用

小型家電 資源化 小型家電 資源化 小型家電 資源化

民間（売却等）

民間（売却等） 民間（売却等）

小平市リサイクルセ

ンター

資源化

民間（委託）

資源化 民間（委託）

選別・保管
小平市リサイクルセ

ンター
民間（委託）

資源化 民間（委託）

小平市リサイクルセ

ンター

民間（再使用） 民間（委託）

資源化

民間（売却等）

民間（委託）

選別・圧縮・保管

小平・村山・大和衛

生組合

資源物中間処理施設

容器包装リサイクル

協会へ引渡し

小平市リサイクルセ

ンター

民間（売却）

資源化 民間（売却等）

民間（武蔵村山市資

源リサイクルセン

ター）

民間（売却等）

選別・保管 ビン類(生びん、カレット)

容器包装リサイクル

協会へ引渡し

容器包装リサイクル

協会へ引渡し

選別・圧縮・保管

小平・村山・大和衛

生組合

資源物中間処理施設

選別・圧縮・保管

小平・村山・大和衛

生組合

資源物中間処理施設

小平市リサイクルセ

ンター

民間（売却）

資源化 缶・びん等処理倉庫 資源化

処理施設等
分別区分 処理方法

処理施設等

破砕・選別

・資源化

小平・村山・大和衛

生組合

不燃・粗大ごみ処理

施設

(破砕残渣)

　焼却

(有価物)

　民間（売却）

破砕・選別

・資源化

小平・村山・大和衛

生組合

不燃・粗大ごみ処理

施設

(破砕残渣)

　焼却

(有価物)

　民間（売却）

破砕・選別

・資源化

小平・村山・大和衛

生組合

不燃・粗大ごみ処理

施設

(破砕残渣)

　焼却

(有価物)

　民間（売却）

今後（令和10年度）

小平市 東大和市 武蔵村山市

分別区分 処理方法
処理施設等

分別区分 処理方法

-
-
 
8 
- 
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⑶ 処理施設等の整備 

上記⑵の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表３のとおり必要な施設整備を行 

う。 

 

表３ 整備する処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名 処理能力 設置予定地 事業期間

不燃・粗大ごみ処理施設
整備事業

約28t/日
東京都小平市中島町2
番2号

R07～R09
 (H29～R09）

（仮称）新ごみ焼却施設
整備事業

約236t/日
東京都小平市中島町2
番1号

R04～R09
(R02～R09)

（整備理由）
事業番号１ 既存施設における環境啓発・リサイクルの促進
事業番号２ 既存焼却施設の老朽化・旧式化、エネルギーの高効率回収・有効利用の促進

２ エネルギー回収型廃棄物処理施設

事業番号

１

整備施設種類

マテリアルリサイクル推進施設
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⑷ その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

 

ア 再生利用品の需要拡大事業 

現在、焼却灰は東京たまエコセメント化施設にて全量エコセメント化を行ってい 

るが、本事業を安定的に実施するためにも、引き続き公共工事等へのエコセメント製 

品の利用促進を図る。 

 

イ 廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づく、適切な回収、 

再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して、普及啓発を行う。 

 

ウ 不法投棄対策 

東京都では、広域的な連絡・監視を充実させるため、近隣の１１県２５市とともに 

「産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会」（通称「産廃スクラム３７」）を組織し、 

相互に情報交換や協力体制を確保している。産廃スクラム３７では、取締り等の連携 

の一環として、産業廃棄物収集運搬車両の広域的な路上調査を行っている。 

一般廃棄物については、３市と組合が一体となり、分別収集の徹底にむけた普及啓 

発を進めるとともに看板の設置や監視パトロールの強化等による不法投棄の防止を 

図る。 

 

エ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

災害時に発生する廃棄物の広域的処理体制の確保を図るため、地域内及び周辺地域 

との連携体制の構築に向け、災害時における３市のごみ処理優先品目の選定や処理方 

法、他の市町村等のごみ処理施設との相互協力体制に係る協定の締結等について検討 

する。 

３市においては、小平市は平成３０年３月、東大和市及び武蔵村山市は平成３１年 

３月に災害廃棄物処理計画を策定済である。 

組合においても、災害時の３市との連携やごみ処理の優先順位等の構築に向け、災 

害廃棄物処理計画の策定について、検討する。 
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４ 計画のフォローアップと事後評価 

 

⑴ 計画のフォローアップ 

３市及び組合は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必 

要に応じて、東京都及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直 

しを行う。 

 

⑵ 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、状況の把握を行い、その結果を取りまとめ、速やかに計画の事後評 

価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものと 

する。 

なお、計画の進捗状況や目標の達成状況、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応 

じ計画を見直すものとする。 
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循環型社会形成推進地域計画の添付書類一覧 

 

 

添付資料１  対象地域図 

添付資料２  目標の設定に関するグラフ 

添付資料３  分別区分説明資料 

添付資料４  現有処理施設の概要（災害対策の内容を含む） 

添付資料５  現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ 

 

 

様式１ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１ 

添付資料６  指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 

添付資料７  地域内の施設の現況と予定（位置図） 

 

 

様式２ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２ 

 

 

様式３ 地域の循環型社会形成推進に向けた施策の一覧 

 

 

その他参考資料 

参考資料様式１  施設概要（マテリアルリサイクル推進施設系） 

参考資料様式２  施設概要（エネルギー回収型廃棄物処理施設系） 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 添付資料１   対象地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 添付資料２   目標の設定に関するグラフ 

１ ごみ排出量の減量化目標 

 

２ 再生利用の目標（リサイクル率） 
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３ 最終処分の目標 

 

  

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0

50

100

150

200

H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10

最
終
処
分
率
（
％
）

最
終
処
分
量
（
t
/
年
）

最終処分量 最終処分率

実績 予測



 

 添付資料３   分別区分説明資料 

 

１ 小平市 

⑴ 燃やすごみ 

生ごみ、紙おむつ、資源にならない可燃性資源・ペットボトル・容器包装プラスチッ 

ク、１５㎝未満のプラスチック製品、靴、草葉など 

⑵ 燃やさないごみ 

陶磁器、ガラス、15㎝以上のプラスチック製品、金属類、ハンガー、傘、電話機など 

⑶ 粗大ごみ 

家具類、電化製品など（品目別に定める物。その他は概ね５０㎝もしくは５㎏以上の物） 

⑷ 可燃性資源 

新聞紙、雑誌（本）・雑がみ、段ボール、シュレッダーにかけた紙類、古布類（古着・ 

古布、ぬいぐるみ、かばん、帽子、ネクタイ、ベルト）、ふとん（綿、羊毛、化繊、羽毛）、 

剪定枝 

⑸ 不燃性資源 

ビン、カン、ペットボトル、容器包装プラスチック、スプレー缶・ガスカートリッジ

缶、ライター、金属製のなべ・やかん・フライパン 

⑹ 紙パック 

⑺ 有害性資源 

電池、蛍光管、水銀体温計 

⑻ 市で処理できないもの 

ピアノ、耐火金庫、タイヤ、バッテリー、自動車部品、石、砂、土、コンクリート、 

ブロック、建築廃材、プロパンガスのボンベ、消火器、バイク(50ccを超えるもの)、 

殺虫剤、農薬、薬品、灯油など 

 

 

 

 

  



 

２ 東大和市 

⑴ 可燃ごみ 

プラスチック製品で 15cm未満のもの、汚れた容器包装プラスチック、皮製品（靴な 

ど）、ゴム製品（長靴、ボール等）、ビニール製品（クリーニングの袋、バッグ、靴等）、 

木くず、乾燥剤、保冷剤、湿布、使い捨てカイロ、紙や布に仕込ませた食用油 

⑵ 不燃ごみ 

ガラス製品、陶磁器、金属類、複合素材のもの（傘やフロッピーディスク等）、化粧 

品のびん、プラスチック製品で 15cm以上の指定収集袋に入る大きさのもの、刃物や割 

れた食器、小型家電（指定収集袋に入る大きさのもの） 

⑶ 粗大ごみ 

⑷ 容器包装プラスチック 

⑸ ペットボトル 

⑹ 缶・びん 

⑺ 紙類 

⑻ 布類 

⑼ スプレー缶類 

⑽ 有害ごみ（乾電池、ライター、蛍光管、水銀体温計等）） 

⑾ 紙パック 

⑿ 使用済小型家電（回収ボックス） 

⒀ 市で処理できないもの 

 

  



 

３ 武蔵村山市 

⑴ 燃やせるごみ 

生ごみ、資源にならない紙類、汚れた布類、汚れが落とせない容器包装プラスチック、 

木製品、資源にならない選定枝、落ち葉・草、油（紙や布にしみ込ませるか凝固剤で 

固めたもの） 

⑵ 古紙 

新聞、雑誌、段ボール、雑紙（ざつがみ） 

⑶ 布類 

⑷ 剪定枝 

竹、笹、シュロ、いちょう、松、毛虫等害虫がついている枝以外のもの 

⑸ 燃やせないごみ 

陶磁器、ガラス製品、刃物、製品プラスチック、家電製品で 40㎝未満のもの 

⑹ 容器包装プラスチック、 ペットボトル 

⑺ ビン類（生きビンを含む） 

⑻ 有害物 

電池・電球・蛍光管・水銀体温計 

⑼ ライター、スプレー缶 

⑽ 鞄、ベルト、ぬいぐるみ 

⑾ 缶、 金属類 

⑿ 粗大ごみ 

⒀ 使用済小型電子機器（拠点回収・宅配回収） 

⒁ 市で処理できないもの 

 

 

 

 

 

 

 



 

 添付資料４   現有処理施設の概要（災害対策の内容を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別 施設名 設置主体 処理能力 所在地 竣工 災害対策の内容

容器包装リサイクル推
進施設

小平市リサイクルセン
ター

小平市 12.6t/日
東京都小平市小川東町
5丁目19番地の10

H31.04
浸水対応のため、嵩上
げ

容器包装リサイクル推
進施設

資源物中間処理施設
小平・村山・大和衛生
組合

23t/日
東京都東大和市桜が丘
2丁目122番地の2

H31.04 緊急時連絡体制の構築

マテリアルリサイクル
推進施設

不燃・粗大ごみ処理施
設

小平・村山・大和衛生
組合

28t/日
東京都小平市中島町2
番1号

R02.04 緊急時連絡体制の構築

エネルギー回収型廃棄
物処理施設

４・５号ごみ焼却施設
小平・村山・大和衛生
組合

210t/日
（2炉）

東京都小平市中島町2
番1号

S61.11
非常用発電設備の設
置、緊急時連絡体制の
構築

番号

１

４

２

３



 

 添付資料５   現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１ 

添付資料計画地域内の施設の状況（現況、予定）図 

 



 

 



 

 

 

様式１

１　地域の概要

(1)地域名 小平・東大和・武蔵村山地域 人  (3)地域面積 km2

(4)構成市町村等名  人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪　山村　半島　過疎　その他

(6)構成市町村に一部事務組合等が  組合を構成する市町村：小平市、東大和市、武蔵村山市  設立年月日：昭和40年2月1日

   含まれる場合、当該組合の状況

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

指標・単位

年

総排出量（トン） 8,974 9,141 9,244 9,519 8,867 8,557 (R02比 △3.5% )

１事業所当たりの排出量（トン/事業所） 0.94 0.97 0.98 1.02 0.95 0.92 (R02比 △3.2% )

総排出量（トン） 79,697 78,670 81,180 75,298 79,483 68,854 (R02比 △13.4% )

１人当たりの排出量（kg/人） 229 225 231 214 226 193 (R02比 △14.6% )

事業系生活系排出量合計（トン） 88,671 87,811 90,424 84,817 88,350 77,411 (R02比 △12.4% )

直接資源化量（トン） 18,897 (21.3%) 18,339 (20.9%) 19,163 (21.2%) 20,059 (23.6%) 21,520 (24.4%) 17,902 (23.1%)

総資源化量（トン） 32,460 (35.1%) 31,826 (34.7%) 33,139 (35.2%) 32,925 (37.2%) 35,897 (39.3%) 30,776 (37.9%)

― ― ― ― ― ― 35,174

― ― ― ― ― ― 5,344

埋立最終処分量（トン） 76 (0.1%) 75 (0.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

　※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。（添付資料６）

最 終 処 分 量

令和03年度

過去の状況・現状（排出量等に対する割合）

再 生 利 用 量

合　計

エ ネ ル ギ ー 回 収 量 エネルギー回収量
（年間の発電電力量 MWh）

集計中

集計中

集計中

（年間の熱利用量 GJ）

目　　標

平成28年度

事業系

排 出 量 生活系

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和10年度令和02年度

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１（令和３年度）

 (2)地域内人口 352,764 49.25

小平市、東大和市、武蔵村山市、小平・村山・大和衛生組合  (5)地域の要件※



 

 

３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

(1) 現有施設リスト

(2) 更新(改良)・新設リスト

(3) 令和３年度広域支援団体リスト

R10.03

開始年月

R07.10

※計画地域内の施設の状況（現況・予定）を地図上に示したものを添付した。（添付資料５）

R10.03

処理能力

施 設 種 別 施 設 名 事業主体 更新、廃止(予定)年月 解体(予定)年月型式及び処理方式 処理能力

小平市

ビン：選別

カン：選別・圧縮・梱包

布類：保管

剪定枝：チップ化・保管

優良粗大ごみ：修復

鍋・やかん：保管

紙パック：選別・保管

スプレー缶・ガスカートリッジ缶・

ライター：選別・保管

有害性資源（電池・蛍光管・水銀体

温計）：選別・保管

ビン・カン等選
別：12.6t/日

エネルギー回収型
廃棄物処理施設

全連続式
4･5号炉：
105t/日×2

小平・村山・大和
衛生組合
ごみ焼却施設

小平・村山・大和
衛生組合
不燃・粗大ごみ処
理施設

小平・村山・
大和衛生組合

マテリアルリサイ
クル推進施設

容器包装リサイク
ル推進施設

小平・村山・大和
衛生組合
資源物中間処理施
設

R07.10廃止

選別・圧縮・梱包 23t/日

破砕・選別 28t/日

廃焼却施設解体の有無
(解体施設の名称)

施 設 種 別 更新(改良)・新設理由

エネルギー回収型
廃棄物処理施設

有
(小平・村山・大和衛生組合

ごみ焼却施設 4・5号炉)

エネルギーの高効率回
収・有効利用の促進

有
(小平・村山・大和衛生組合

ごみ焼却施設 3号炉)

施 設 名

マテリアルリサイ
クル推進施設

施 設 種 別 事業主体

環境啓発・
リサイクルの促進

広域支援開始年月

R03.04

R03.04

R03.04

※計画地域内の施設の状況（現況・予定）を地図上に示したものを添付した。（添付資料５）

西多摩衛生組合環
境センター

クリーンポート

クリーンプラザ
ふじみ

西多摩衛生組合

柳泉園組合

ふじみ衛生組合

エネルギー回収型
廃棄物処理施設

施 設 名 事業主体 型式及び処理方式

小平・村山・
大和衛生組合

H31.04

H31.04

R02.04

S61.11

竣工予定年月日

小平・村山・大和
衛生組合
(仮称)新ごみ焼却
施設

全連続式 236t/日

小平・村山・大和
衛生組合
不燃・粗大ごみ処
理施設

破砕・選別 28t/日

小平市リサイクル
センター

備　　考

備　　考
廃焼却施設解体事業

着手(予定)年月
完了(予定)年月

着手：R07.10
完了：R09.10

着手：R03.03
完了：R04.07



 

 添付資料６   指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 
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 添付資料７   地域内の施設の現況と予定（位置図） 

１ 現況図（令和３年度） 
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 青梅街道 

 西武拝島線  青梅街道 

 
多
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 西武新宿線

 

● 
● 

小平市 

東大和市 
武蔵村山市 

● 

小平・村山・大和衛生組合 

ごみ焼却施設 ３号炉（解体中） 

ごみ焼却施設 ４・５号炉 

不燃・粗大ごみ処理施設 

（仮称）新ごみ焼却施設（施設整備中） 

小平・村山・大和衛生組合 

資源物中間処理施設 
小平市リサイクルセン

ター 

     道路 

    鉄道 

 

東大和市駅 

玉川上水駅 
新小平駅 

上北台駅 

小平駅 

５ 

５ 

５ は、東京都道５号線新宿青梅線である。 



 

２ 予定図（令和９年度） 
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 新青梅街道 

 青梅街道 ● 
● 

小平市 

東大和市 
武蔵村山市 

● 

小平・村山・大和衛生組合 

不燃・粗大ごみ処理施設 

新ごみ焼却施設 

小平・村山・大和衛生組合 

資源物中間処理施設 

     道路 

     鉄道 

 

東大和市駅 

玉川上水駅 
新小平駅 

上北台駅 
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小平市リサイクルセン

ター 
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５ 

５ は、東京都道５号線新宿青梅線である。 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２ 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

様式２

事　業　名　称 単位 開始 終了
令和

3年度以前

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

3年度以前

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

2,081,488 0 0 0 233,112 921,951 926,425 2,058,588 0 0 0 231,552 907,092 919,944

(4,785,808) (2,704,320) (4,632,420) (2,573,832)

2,081,488 0 0 0 233,112 921,951 926,425 2,058,588 0 0 0 231,552 907,092 919,944

(4,785,808) (2,704,320) (4,632,420) (2,573,832)

27,253,853 3,296,904 3,966,055 13,196,821 4,268,008 160,913 2,365,152 22,107,057 2,512,525 3,362,753 11,727,745 3,904,603 102,447 496,984

(28,647,251) (1,393,398) (23,085,976) (978,919)

8,068,480 0 646,206 5,535,638 1,886,636 0 0

27,253,853 3,296,904 3,966,055 13,196,821 4,268,008 160,913 2,365,152 (0)

(28,647,251) (1,393,398) 14,038,577 2,512,525 2,716,547 6,192,107 2,017,967 102,447 496,984

(15,017,496) (978,919)

29,335,341 3,296,904 3,966,055 13,196,821 4,501,120 1,082,864 3,291,577 24,165,645 2,512,525 3,362,753 11,727,745 4,136,155 1,009,539 1,416,928

(33,433,059) (4,097,718) (27,718,396) (3,552,751)

注）小平・村山・大和衛生組合構成市町村：小平市、東大和市、武蔵村山市

1/3

計

1/2

○エネルギー回収等に関する事業

合　　　　　　計

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２（令和３年度）

事　業　種　別
事業
番号

事業主体
名　　称

規　模
事業期間

交付期間
備考

総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）交
付
率

R09 1/31
小平・村山・
大和衛生組合

R09

不燃・粗大ごみ処理施設整備

○マテリアルリサイクル等に関する事業

（仮称）新ごみ焼却施設整備

約28 t/d H29

2
小平・村山・
大和衛生組合

約236 t/d R02



 

 

 

様式３

（No.1）

事業 実施

番号 主体 開 終

始 了

発生抑制、

再使用の推

進に関する

もの

生活系ごみの

有料化
11

生ごみの減量12

生活系ごみ有料化を導入し、一般廃棄物

の排出抑制や再利用の促進、排出量に応

じた負担の公平化、住民の意識改革等を

図る。

フードドライブ、生ごみの水切り等によ

るごみの減量化を図る。

H20年度
より開始

R09
H17年度
より開始

R09

武蔵村山市 R04

R09
H20年度
より開始

武蔵村山市 R09

東大和市 R04 R09

H25年度
に基本計
画策定

H20年度
より実施

R02年度
より実施

R09
H19年度
より開始

市民の学習や啓発活動を継続実施し、市

民生活や事業活動の見直しを図る。
小平市 R04 R09

H26年度
に基本計
画策定

フードドライブ、未利用食品の削減、生

ごみの水切り、食物資源（生ごみ）循環

モデル事業による資源化等を図る。
小平市 R04 R09

生ごみ処理機器を購入した市民等に対

し、購入金額の一部を補助し、一般家庭

等における生ごみの減量を推進する。

武蔵村山市

出前講座「武蔵村山市のごみについて」

等を実施し、ごみ減量及び資源化等につ

いての啓発を行う。

市内小学４年生を対象に、小冊子「みん

なで考えよう、わたしたちのごみについ

て」を作製・配布し、ごみ減量及び資源

化についての啓発を行う。

3R意識を向上させるための広報の充実、

ごみ処理施設見学会や環境フェスタをは

じめとした、環境学習プログラムの提供

等、ごみ減量及び資源化についての普及

啓発を図る。

フードドライブ、生ごみの水切り等、市

が市民や事業者に対して啓発等を行う。

市内のごみ減量化及び資源化並びに食品

ロスの削減に積極的に取り組む店舗を武

蔵村山エコショップとして認定し、循環

型社会形成の推進を図る。

環境学習プログラムの提供等、市民及び

事業者に対して啓発を行い、意識改革を

図る。
東大和市 R04 R09

R09

R04年10
月1日よ
り導入予
定

H22年度よ

り食物資源

循環モデル

事業を開始

R09

R04

令和

8年度

検討

R04
H04年度
より実施

R04 R09

H13年度
より実施

S54年度
より実施

H17年度
より実施

H19年度
より開始

備　考
令和 令和 令和 令和 令和

東大和市 R04 R09
H26年度
より実施

「市民の意識改革」を目的として生活系

ごみ有料化を導入し、その結果として廃

棄物の減量、資源物の分別徹底等を図

る。

小平市 R04 R09

家庭ごみ有料化を導入し、廃棄物の減量

や排出量に応じた負担の公平化及び住民

意識の改革を図る。

R01年度
より実施

循環型社会形成推進のための施策一覧

施策の内容

事業

交付金

必要の

要　否

事　　業　　計　　画

施策種別 施策の名称等
期間

4年度 5年度 6年度 7年度 9年度

H25年度
に基本計
画策定

集団回収等への活動支援を行う。 東大和市 R04 R09
H17年度
より開始

集団回収等へ補助金の交付を行う。 小平市 R04

13

14

集団回収団体への奨励金の交付を行う。

環境教育、啓
発活動

助成

15 マイバック運
動・レジ袋対

策

市廃棄物減量等推進員との協働によりマ

イバッグキャンペーンを実施し、レジ袋

の削減を図る。
小平市 R04

武蔵村山市

マイバッグキャンペーンを実施し、マイ

バックの利用促進を図る。
東大和市 R04

マイバックキャンペーンを実施し、マイ

バックの利用促進を図る。
武蔵村山市 R04

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施



 

 

  

様式３

（No.2）

事業 実施

番号 主体 開 終

始 了

全量容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの資源化を図る。 武蔵村山市 R04 R09

R01年度
より共同
処理施設
稼働

全量容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの資源化を図る。 東大和市 R04 R09

R01年度
より共同
処理施設
稼働

民間事業者との協働により、使用済み

シャンプー等のプラスチックボトルを回

収し、再製品化を行い、資源化を図る。
東大和市 R04 R09

R03年度
より実施

発生抑制、

再使用の推

進に関する

もの（つづ

き）

H30年度
よりアプ
リ導入

ごみ分別アプリや具体的なごみ分別方法

を掲載した冊子、環境学習等により、ご

み分別を推進する。
東大和市 R04 R09

H28年度
よりアプ
リ導入

ごみ分別アプリや具体的なごみ分別方法

を掲載した冊子、環境学習等により、ご

み分別を推進する。
武蔵村山市 R04 R09

H28年度
よりアプ
リ導入

R04 R09

22 回収ルートの
変更 行政回収を中心としたリサイクルから、

集団回収の推進等、民間回収ルートを活

用した資源化を図る。
東大和市 R04 R09

H25年度
に基本計
画策定

16 ごみ分別の推

進 ごみ分別アプリや具体的なごみ分別方法

を掲載した冊子、環境学習等により、ご

み分別を推進する。
小平市

R01年度
より共同
処理施設
稼働

R09

交付金

必要の

要　否

6年度 7年度4年度

令和

H29年度
より建築
工事中

R02年度
より建築
工事中

R04

施策の内容

事業

令和

8年度

備　考
令和 令和

R09
R01年度
より実施

事　　業　　計　　画
期間

令和 令和

9年度

R09

R09

小平・東大

和・武蔵村

山地域各市

R04 R09

小平・東大

和・武蔵村

山地域各市

R04 R09
H18年度
より実施

R09

H29年度に小

平市策定、

H30年度に東

大和市及び武

蔵村山市策定

H12年度
より実施

H10年度
より実施

5年度

再生利用品の
需要拡大事業

41
公共事業等へのエコセメント利用促進を

図る。

災害廃棄物処理計画の策定

容器包装ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸの資源化

21

その他

循環型社会形成推進のための施策一覧

施策種別 施策の名称等

42

44

廃家電のリサ
イクルに関す
る普及啓発

災害時の廃棄
物処理に関す
る事項

43 不法投棄対策

分別区分の徹底とパトロール強化、街灯

の設置。

小平・東大

和・武蔵村

山地域各市

R04

家電リサイクル法に基づく処理の普及啓

発。

小平・東大

和・武蔵村

山地域各市

R04

災害廃棄物処理計画の策定

小平・村

山・大和
衛生組合

R04

R09

R04年10
月1日よ
り導入予
定

戸別収集

戸別収集の実施。 東大和市 R04 R09

戸別収集の実施 小平市 R04

H26年度
より実施

検討

1 マテリアルリ
サイクル施設

整備
不燃・粗大ごみ処理施設（マテリアルリ

サイクル推進施設）整備

小平・村

山・大和
衛生組合

R04 R09 ○

処理施設の

整備に関す

るもの

小平市 R04全量容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの資源化を図る。

2 エネルギー回
収型廃棄物処
理施設整備

（仮称）新ごみ焼却施設（エネルギー回

収型廃棄物処理施設）整備

小平・村
山・大和
衛生組合

R04 R09 ○

生活系ごみ有料化と合わせて実施するこ

とを予定。
武蔵村山市

処理体制の

構築、変更

に関するも

の

23

継続実施

継続実施

継続実施

適宜見直し

継続実施

継続実施

実施

建設工事

建設工事

策定

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 様式１ 施設概要 



 

  



 

【参考資料様式１】 

施設概要（マテリアルリサイクル推進施設系） 

       都道府県名 東京都 
 
 

(1)事業主体名 小平・村山・大和衛生組合 

(2)施設名称 不燃・粗大ごみ処理施設 

(3)工期 令和 7 年度～令和 9 年度（平成 29 年度～令和 9 年度） 

(4)施設規模 処理能力 28t/日 

(5)処理方式 破砕・選別 

(6)地域計画内の役割 ・既存施設の老朽化及び旧式化対策として、現状のごみ量、ごみ質に見合った

新たな施設を整備し適正処理を行う。 

・環境啓発展示スペースを整備し、ごみの発生抑制、減量化及び再資源化への

普及啓発を図る。 

(7)廃焼却施設解体工事 

  の有無     ○有      無 

「ストックヤード」を整備する場合 

(8)ストック対象物 有害ごみ、災害ごみ 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

(9)容器包装リサイクル 

  推進施設の内訳  

「灰溶融施設」を整備する場合 

(10)スラグの利用計画  

 

(11)事業計画額 2,081,488 千円 

総事業費 4,785,808 千円（前期計画及び解体費含む） 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 様式２ 施設概要 

 

 

 



 

  



 

【参考資料様式２】 

施設概要（エネルギー回収型廃棄物処理施設系） 

       都道府県名 東京都 
 
 

(1)事業主体名 小平・村山・大和衛生組合 

(2)施設名称 （仮称）新ごみ焼却施設 

(3)工期 令和 4 年度～令和 9 年度（令和 2 年度～令和 9 年度） 

(4)施設規模 処理能力 236ｔ/日（118ｔ/日×2 炉）  

(5)形式及び処理方式 全連続式 

(6)余熱利用の計画 １．発電の有無  ○有 （発電効率 19％以上） ・ 無 

２．熱回収の有無 ○有  

(7)地域計画内の役割 既存施設の老朽化及び旧式化対策として、熱回収及び高効率ごみ発電施設を 

備えた新たな施設を整備し適正処理を行う。 

(8)廃焼却施設解体工事 

  の有無     ○有      無 

「ごみ燃料化施設」を整備する場合 

(9)燃料の利用計画  

「メタンガス化施設」を整備する場合 

(10)バイオガス 

  熱利用率 
 

(11)バイオガスの利用 

  計画 
 

 

(12)事業計画額 27,253,853 千円 

総事業費 28,647,251 千円（前期計画及び解体費含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


